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我
が
国
が
行
っ
た
イ
ラ
ク
復
興
支
援
事
業
に
対
す
る
外
務
省
の
認
識
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

二
〇
〇
三
年
七
月
に
イ
ラ
ク
に
お
け
る
人
道
復
興
支
援
活
動
及
び
安
全
確
保
支
援
活
動
の
実
施
に
関
す
る
特
別
措
置
法
、

い
わ
ゆ
る
「
イ
ラ
ク
特
措
法
」
が
成
立
し
、
同
年
十
二
月
よ
り
我
が
国
の
自
衛
隊
が
イ
ラ
ク
南
部
の
ム
サ
ン
ナ
州
サ
マ
ワ
に

派
遣
さ
れ
た
が
、
「
イ
ラ
ク
特
措
法
」
が
成
立
し
て
か
ら
二
〇
〇
八
年
度
ま
で
の
、
我
が
国
の
対
イ
ラ
ク
Ｏ
Ｄ
Ａ
（
以
下
、

「
対
イ
ラ
ク
Ｏ
Ｄ
Ａ
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
有
償
資
金
協
力
、
無
償
資
金
協
力
そ
れ
ぞ
れ
の
金
額
、
内
容
等
、
詳
細
に

説
明
さ
れ
た
い
。

二

政
府
、
特
に
外
務
省
は
、
「
対
イ
ラ
ク
Ｏ
Ｄ
Ａ
」
を
ど
の
様
に
評
価
し
て
い
る
か
。

三

本
年
三
月
十
九
日
付
と
同
年
四
月
十
九
日
付
の
朝
日
新
聞
に
は
、
「
対
イ
ラ
ク
Ｏ
Ｄ
Ａ
」
で
行
わ
れ
た
事
業
に
は
杜
撰
な

も
の
が
数
多
く
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
記
事
（
以
下
、
「
朝
日
記
事
」
と
い
う
。
）
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
「
朝
日
記
事
」

に
よ
る
と
、
ム
サ
ン
ナ
州
サ
マ
ワ
の
北
東
に
あ
る
ク
ワ
シ
地
区
の
道
路
の
改
修
工
事
（
以
下
、
「
改
修
工
事
」
と
い
う
。
）

は
外
務
省
サ
マ
ワ
連
絡
事
務
所
（
以
下
、
「
連
絡
事
務
所
」
と
い
う
。
）
が
発
注
し
た
と
の
こ
と
だ
が
、
「
改
修
工
事
」
の

入
札
は
ど
の
様
に
行
わ
れ
た
の
か
説
明
さ
れ
た
い
。

四

「
改
修
工
事
」
に
、
駐
イ
ラ
ク
日
本
国
大
使
館
（
以
下
、
「
大
使
館
」
と
い
う
。
）
は
ど
の
様
な
関
与
を
し
た
の
か
説
明

一



さ
れ
た
い
。

五

「
連
絡
事
務
所
」
は
じ
め
「
大
使
館
」
に
は
、
道
路
工
事
に
か
か
る
技
術
者
等
の
専
門
家
は
い
る
か
。

六

五
で
、
い
な
い
の
な
ら
、
「
連
絡
事
務
所
」
が
「
改
修
工
事
」
を
入
札
に
付
し
、
発
注
し
た
の
は
な
ぜ
か
。

七

「
朝
日
記
事
」
で
は
、
「
改
修
工
事
」
に
よ
り
造
ら
れ
た
道
路
の
わ
き
に
は
大
き
な
穴
が
空
き
、
「
改
修
工
事
」
は
手
抜

き
工
事
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
右
は
い
わ
ゆ
る
道
路
工
事
の
素
人
で
あ
る
「
連
絡
事
務
所
」
が
「
改
修
工

事
」
を
発
注
し
た
こ
と
が
原
因
で
あ
り
、
そ
の
結
果
税
金
が
無
駄
に
使
わ
れ
た
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

八

「
改
修
工
事
」
の
他
に
「
朝
日
記
事
」
で
は
、
サ
マ
ワ
南
部
の
ア
ト
シ
ャ
ー
ン
地
区
に
建
て
ら
れ
た
貯
水
タ
ン
ク
に
つ
い

て
は
、
請
負
業
者
が
作
っ
た
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
土
台
に
最
初
の
注
水
で
ヒ
ビ
が
入
り
、
現
在
は
使
わ
れ
て
い
な
い
、
更
に

は
、
サ
マ
ワ
・
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
ス
タ
ジ
ア
ム
修
復
工
事
に
つ
い
て
も
、
日
本
側
の
指
示
通
り
の
観
客
席
が
作
ら
れ
て
お
ら

ず
、
ベ
ン
チ
が
崩
れ
て
い
る
等
、
「
対
イ
ラ
ク
Ｏ
Ｄ
Ａ
」
の
失
敗
、
杜
撰
な
事
例
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
失
敗
例

は
、
主
に
日
本
側
、
特
に
外
務
省
の
監
督
体
制
の
不
備
に
よ
る
も
の
と
思
料
す
る
が
、
外
務
省
は
こ
れ
ら
「
朝
日
記
事
」
で

指
摘
さ
れ
て
い
る
事
業
に
対
し
て
ど
の
様
に
関
わ
っ
て
き
た
の
か
説
明
さ
れ
た
い
。

九

八
で
挙
げ
た
事
業
例
の
う
ち
、
「
改
修
工
事
」
に
つ
い
て
、
「
朝
日
記
事
」
に
よ
る
と
、
外
務
省
国
際
協
力
局
無
償
資

二



金
・
技
術
協
力
課
の
担
当
者
は
「
州
道
路
局
は
『
道
路
の
維
持
管
理
は
自
分
た
ち
の
責
任
。
施
工
に
問
題
は
な
い
』
と
言
っ

て
い
る
」
と
語
っ
た
と
、
更
に
は
、
「
改
修
工
事
」
も
そ
の
一
つ
に
含
ま
れ
る
、
合
計
約
三
十
五
億
円
に
上
る
ム
サ
ン
ナ
州

で
実
施
さ
れ
た
草
の
根
・
人
間
の
安
全
保
障
無
償
資
金
協
力
に
つ
い
て
、
「
事
業
の
発
注
者
は
道
路
な
ら
州
道
路
局
。
彼
ら

が
ど
の
よ
う
な
品
質
管
理
を
し
て
い
る
か
は
承
知
し
て
い
な
い
が
、
日
本
か
ら
援
助
を
受
け
た
工
事
は
適
正
に
実
施
さ
れ
た

と
い
う
報
告
は
来
て
い
る
」
と
述
べ
た
と
書
か
れ
て
い
る
が
、
右
の
外
務
省
国
際
協
力
局
無
償
資
金
・
技
術
協
力
課
の
担
当

者
の
コ
メ
ン
ト
は
、
「
対
イ
ラ
ク
Ｏ
Ｄ
Ａ
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
が
手
抜
き
な
く
き
ち
ん
と
実
行
さ
れ
て
い
る
か
、
ま
た
、

そ
れ
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
道
路
等
の
施
設
の
ア
フ
タ
ー
ケ
ア
が
き
ち
ん
と
な
さ
れ
て
い
る
か
等
に
つ
い
て
は
、
あ
く
ま
で
現

地
当
局
の
責
任
で
あ
り
、
外
務
省
に
は
そ
れ
ぞ
れ
を
監
督
す
る
責
務
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
表
し
て
い
る
も
の
と
理
解
し
て

良
い
か
。
確
認
を
求
め
る
。

十

「
朝
日
記
事
」
に
よ
る
と
、
「
対
イ
ラ
ク
Ｏ
Ｄ
Ａ
」
の
最
大
の
障
害
と
な
っ
て
い
る
の
は
イ
ラ
ク
政
府
高
官
に
広
が
る
腐

敗
と
汚
職
で
あ
り
、
イ
ラ
ク
国
家
腐
敗
追
放
委
員
会
の
ラ
デ
ィ
・
ハ
ム
ザ
委
員
長
は
二
〇
〇
四
年
六
月
以
降
、
イ
ラ
ク
に
お

い
て
二
百
四
十
一
件
の
有
罪
判
決
が
出
さ
れ
、
汚
職
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
損
害
は
百
八
十
億
ド
ル
に
上
る
と
米
議
会
委

員
会
で
証
言
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
「
対
イ
ラ
ク
Ｏ
Ｄ
Ａ
」
に
つ
い
て
、
腐
敗
、
汚
職
に
よ
る
損
失
を
防
ぐ
べ
く
、
外

三



務
省
と
し
て
ど
の
様
な
措
置
を
と
っ
て
き
た
の
か
説
明
さ
れ
た
い
。

十
一

「
対
イ
ラ
ク
Ｏ
Ｄ
Ａ
」
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
腐
敗
、
汚
職
が
報
告
さ
れ
た
事
例
は
あ
る
か
。

十
二

「
対
イ
ラ
ク
Ｏ
Ｄ
Ａ
」
に
対
す
る
外
務
省
の
関
与
は
適
切
で
あ
っ
た
か
。

十
三

九
で
挙
げ
た
「
対
イ
ラ
ク
Ｏ
Ｄ
Ａ
」
に
対
す
る
外
務
省
の
認
識
は
適
切
か
。

右
質
問
す
る
。

四


